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「四半期決算に係る適時開示の見直し、ＩＦＲＳ任意適用を踏まえた上場制度の整備等について」 

に基づく有価証券上場規程等の一部改正について 

 
 

平成２２年６月２９日 
株式会社東京証券取引所 

 

当取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行い、平成２２年６月３０日から施行しま

す（詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。 

今回の改正は、昨年９月に公表した「上場制度整備の実行計画２００９」に基づき、効果

的かつ効率的なディスクロージャーを実現する観点から、四半期決算に係る適時開示につい

て見直しを行い、また、本年３月期決算から国際会計基準（ＩＦＲＳ）の任意適用が認めら

れたことに対応した上場制度の整備を行うほか、上場会社のコーポレート･ガバナンス向上に

向けた環境整備の一環として、支配株主との重要な取引を行う場合について、一定の手続き

の実施を求めるなど、有価証券上場規程等の一部改正を行うものです。 

改正の概要は下記のとおりです。 
 

記 
 
Ⅰ 改正概要 （備  考） 

１．四半期決算等に係る適時開示の見直し  

（１）四半期決算に係る開示様式の明確化 
 ・ 上場会社は、四半期決算の内容が定まった場合の開示について、

当取引所所定の様式により行うものとします。 

 
・有価証券上場規程（以

下「規程」という。）第

４０４条 
（２）決算発表資料の軽微な訂正に係る取扱いの明確化 

・ 上場会社は、既に開示した決算内容について、当該決算に係る

法定開示書類の提出前に訂正すべき事情が生じた場合、投資者の

投資判断上重要な訂正である場合を除き、法定開示書類の提出後

遅滞なく当該訂正の内容を開示すれば足りるものとします。 

 

・規程第４１６条第２項 

（３）決算内容に関する補足説明資料の公平な提供 
・ 上場会社は、決算内容に関する補足説明資料を作成し投資者に

提供する場合には、公平に行うよう努めるものとします。 

 

・規程第４５２条 

 
  
２．国際会計基準（ＩＦＲＳ）任意適用会社対応  

（１）上場審査基準における取扱い 
・ 任意適用会社に対する純資産の額及び利益の額に係る基準につ

いては、ＩＦＲＳによって作成した連結財務諸表に基づいて算定

 
・有価証券上場規程施行

規則（以下「施行規則」
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される純資産の額及び利益の額を基に算出する額を用いることと

します。 
・ 任意適用会社に対しては、最近５年間の連結財務諸表のうち、

少なくとも最近２年間はＩＦＲＳで作成したものの提出を求める

こととします。 

という。）第２１２条第

５項第１号等 

 

（２）適時開示における取扱い 

・ 任意適用会社が行う適時開示に係る軽微基準については、「経常

利益」に係る基準は適用せず、「当期純利益」に係る基準について

は「親会社の所有者に帰属する当期利益」を用いることとします。 

・ 任意適用会社が行う業績予想については、売上高、営業利益、

税引前利益、当期利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益に

ついての修正を適時開示の対象とします。 

 

・施行規則第４０１条第

１項等 

 

・規程第４０５条第１項 

（３）上場廃止基準等における取扱い 

・ 任意適用会社に対する債務超過に係る上場廃止基準及び指定替

え基準の適用にあたっては、ＩＦＲＳと日本基準との会計基準上

の差異により不利益な取扱いとならないよう特例を設けることと

します。 

・ 任意適用会社に対する不適当な合併等に係る基準の適用につい

ては、「経常利益」の代わりに「親会社の所有者に帰属する当期利

益」を用いることとします。 

 

・施行規則第３１１条第

５項第１号ａ等 

 

 

・施行規則第６０１条第

８項第２号ｂ（ｄ）等 

  

３．コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備  

（１）支配株主による権限濫用を防止するための施策の整備 

・ 上場会社は、支配株主と重要な取引等を行う場合は、支配株主

と利害関係のない者による、当該取引等が少数株主にとって不利

益なものでないことに関する意見の入手を行うものとします。 

・ 上場会社は、支配株主と重要な取引等を行う場合は、必要かつ

十分な適時開示を行うものとします。 

 

・規程第４４１条の２第

１項 

 

・規程第４４１条の２第

２項 

（２）議決権行使を容易にするための環境整備の拡充 

・ 上場会社は、「議決権行使を容易にするための環境整備」として、

実質的な株主による指図権の行使を容易にするための環境整備を

行うよう努めるものとします。 

 

・施行規則第４３７条第

５号 

  

４．その他  

（１）適時開示に係る軽微基準の連結ベースへの見直し 

・ 上場会社が連結財務諸表提出会社である場合の適時開示に係る

軽微基準については、連結財務諸表における数値（連結売上高等）

を用いることとします。 

・ インサイダー取引規制上の重要事実に該当する会社情報につい

 
・施行規則第４０１条第

１項第２号ａ（ａ）等 

 

・施行規則第４０１条第
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Ⅱ 施行日 

・ 平成２２年６月３０日から施行します。 
・ １．（１）の四半期決算に係る開示様式の明確化に関する規定については、施行日以後最

初に終了する四半期決算に係る開示から適用するものとします。 
・ １．（２）の決算発表資料の軽微な訂正に係る取扱いの明確化に関する規定については、

施行日以後最初に終了する通期決算又は四半期決算に係る開示から適用するものとしま

す。 
・ ２．（１）の上場審査基準における取扱いに関する規定については、施行日以後に新規上

場申請を行う者から適用するものとします。 
・ 改正前の規定に基づき「適時開示に係る宣誓書」を提出した発行者は、施行日以後に当

該宣誓書に署名を行った代表者等の異動について決議又は決定を行った場合は、当取引

所所定の「確認書」を提出するものとします。 
以 上 

 

ては、適時開示が必要であることを明確化します。 １項第２号ａ（ｅ）等 
（２）適時開示に係る宣誓書制度の見直し  
・ 上場会社に提出を求めてきた「適時開示に係る宣誓書」につい

ては、当取引所の定める諸規則の遵守を確認する書類（確認書）

に改めることとし、提出時期を新規上場時及び代表者の異動時に

限ることとします。 

・規程第２０４条第１１

項第１号等 

（３）その他  
・ その他所要の改正を行うものとします。  


